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令和２年度予算案における保育所等整備交付金の協議募集（予定）等について 

 

 

平素より、児童福祉行政の推進につきまして、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 保育所等整備交付金については、子育て安心プランに基づく保育の受け皿整備を進めるた

め、先般、閣議決定された令和２年度予算案にも計上されております。 

 今後、予算案については、国会において審議されることとなりますが、保育所等整備交付金

の執行スケジュール等について、下記のとおりといたします。 

つきましては、都道府県においては御了知いただくとともに、貴管内市区町村（指定都市及

び中核市を含む。以下同じ。）に周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．保育所等整備交付金の執行スケジュールについて 

  保育所等整備交付金の令和２年度の執行スケジュールについては以下を予定しておりま

すので、ご承知置きいただきますようお願いいたします。 

  なお、事前協議の提出依頼については、改めて令和２年１月下旬頃に通知を発出するこ

とを予定しております。 

 協議書提出期限 内示予定 使用する予算 

① 令和２年２月７日 令和２年４月上旬  

 

令和２年度当初（※） 

② 令和２年４月３日 令和２年６月上旬 

③ 令和２年６月５日 令和２年８月上旬 

④ 令和２年８月７日 令和２年 10 月上旬 

⑤ 令和２年 10 月２日 令和２年 12 月上旬 

※ 令和元年度からの繰越予算に残額がある場合には、繰越予算を優先的に使用 

 



２．令和２年度における拡充内容 

  交付要綱及び関連通知の改正については追って送付いたしますが、以下の内容について

拡充を予定しております。 

○ 給水設備の設置 

   大規模修繕等の対象事業として、緊急災害時においても利用可能な給水設備の新規設

置工事について補助を行う 

  

３．国庫補助率の嵩上げの取扱いについて 

  平成 30 年度より国庫補助率の嵩上げについては、「子育て安心プラン実施計画」の採択 

を受けている市町村等の一定の要件を満たす場合に認めています。加えて、当該要件の原則

によらない場合にも、当該整備事業等が他の保育提供区域も含めた待機児童の解消等に対

応しているかを具体的に判断できる資料を個別に審査し、適正であることを確認したうえ

で認めてきたところです。 

 昨年度より、国庫補助率の嵩上げを受ける場合には、別添１のとおり様式を定め、整備事

業等の内容に応じて記入していただき当方で確認することといたしましたので、協議書類

と併せてご提出のほどお願いいたします。 

 なお、以下のいずれかに該当する施設整備事業については、当該様式の提出を不要といた

します。 

・「平成 31（2019）年度における保育所等整備交付金に係る協議について」（平成 31 年２月

４日付け厚生労働省子ども家庭局長通知）に定める補助率嵩上げ要件（※）のうち原則の

要件を満たす施設整備事業 

  ※「平成 31 年４月１日現在」は、「令和２年４月１日現在」、「平成 31 年度の保育拡大量」は、

「令和２年度の保育拡大量」と読み替える。 

 

４．安心こども基金の取扱いについて 

  安心こども基金については、施設整備・改修事業の実施期限を令和２年度末までと事業

実施期限まで１年と限られている状況を鑑み、未だ安心こども基金の残高を多く保有し、

保育所等整備交付金における補助がなくとも対応可能な場合には、優先的に安心こども基

金をご活用くださいますようお願いいたします。 

 

５．防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策について 

  平成 30 年大阪北部地震、北海道胆振東部地震を踏まえ保育所等の安全を確保するため令

和２年度予算案においても引き続き耐震化整備に必要な経費を重点的に予算計上しており

ます。３か年緊急対策の最終年度となりますので積極的にご活用ください。 

 

６．保育所等整備交付金の対象となる設置主体について 

  保育所等及び認定こども園の保育所機能部分に係る施設整備等に関して保育所等整備交 

付金の対象となる設置主体については、現行、「子育て安心プラン実施計画」の採択を受け

ている市町村又は、「子育て安心プラン実施計画」の採択を受けていない市町村のうち財政

力指数が 1.0 未満の市町村に限り、社会福祉法人等に加えて「市町村が認めた者（公立施

設を除く。）」を交付の対象としております。この取扱いについては、「子育て安心プラン」



に基づき、保育の受け皿整備を進めるため、令和２年度末まで継続することとしておりま

すので、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

【担当】 

厚生労働省子ども家庭局（代表：03-5253-1111） 

子育て支援課施設調整等業務室調整係（内線：4960、4961、4964）

保育課予算係            （内線：4837） 


